
熊本県地方創生会議設置要綱 

（目的）  

第１条 地方創生の実現に向け、産業界、市町村、教育機関、金融機関、労働団体、報道

機関などの関係者が、課題等の認識共有を図りながら、それぞれが主体となり、将来へ

の取組みを推進するため、熊本県地方創生会議（以下「地方創生会議」という。）を設

置する。  

 

（協議事項）  

第２条 地方創生会議は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項を協議す

る。  

（１）熊本県における総合戦略（まち・ひと・しごと創生法（平成２６年法律第１３６

号）第９条に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略をいう。以下「県総

合戦略」という。）等に係る方向性等に関すること。  

（２）それぞれの立場から地方創生を実現するための取組みの推進に関すること。  

（３）地方創生に向けた機運醸成に関すること。  

（４）その他目的を達成するために必要な事項に関すること。  

 

（組織）  

第３条 地方創生会議は、産業界、市町村、教育機関、金融機関、労働団体、報道機関等

で構成する。  

２ 設置期間は、施行の日から令和７年（２０２５年）３月３１日までとする。  

 

（会長）  

第４条 地方創生会議に会長を置く。  

２ 会長は県知事とする。  

３ 会長は地方創生会議を代表し、会務を総理する。  

４ 会長が職務を行うことができない場合は、会長が指名した者が、その職務を代理す

る。  

 

（運営）  

第５条 地方創生会議は、会長が招集し、会議の議長となる。  

２ 会長は、必要に応じ、議事に関係のある者を臨時に出席させることができる。  

 

（庶務）  

第６条 地方創生会議の庶務は、企画振興部企画課が処理する。  

 

（雑則）  

第７条 この要綱に定めるもののほか、地方創生会議の運営に関し必要な事項は、会長が

別に定める。 



 

附 則  

この要綱は、平成２７年（２０１５年）３月３０日から施行する。 

 

附 則  

この要綱は、令和２年（２０２０年）３月１１日から施行する。 

 


